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当社では、CSR（企業の社会的責任；Corporate Social Responsibility）を、「企業が事業活動において利益だ

けでなく、地域社会・取引先・株主・従業員などの、様々なステークホルダーとの関係を重視しながら果たす、

社会的責任と考えています。

当社は、RC基本方針を幹として、全従業員がCSRの向上に積極的に取り組んでいます。
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各事業所において、周辺の緑化活動や、清掃などのボランティア活動、環境保全団体への寄付・支援を通じ

て、地域の環境保全に協力しています。

※活動実施例

社会・環境に関する取り組み

団体などへの支援・協力

第42回国際化学オリンピックへ支援・協力を行いました
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社会貢献に関する取り組み

地域社会でのボランティア活動

筑波研究所
毎月1回、周辺道路の清掃を実施し、集めたゴミ
を分別して収集量を記録しています。

郡山工場
毎月1回「定期清掃の日」を制定し、工場から郡
山駅東口までの道のりを清掃しています。

横浜工場
近隣の各社と共同で「大黒町12社会クリーン作
戦」を実施しています。

南陽工場
「水源の森保全活動」周辺地区で年一回、森林保
護活動にも積極的に参加しています。

南陽工場
毎月1回、有志が集まって「一斉清掃」を実施し、
工場周辺の美観を保持しています。



当社では取り組みについて「行動方針」や「RC実施宣言」に明記して取り組んでいます。

   1. 環境保全と安全･健康と品質の確保は、経営の基盤であり、事業活動の基本である。

   2. 環境保全と安全･健康と品質の確保は、社員一人ひとりが各々の立場で常に自覚と責任を持つことに

       よって達成される。

   3. 環境保全と安全･健康と品質の確保は、社会の信頼を深め、社員の幸福につながる。

レスポンシブル・ケア（RC）基本理念

保土谷化学は健全な事業活動を遂行するために、RC基本理念に則り、環境・安全･健康・品質の確保を積極的

に進めると共に、常に継続的改善を図り、社会との共生に努める。

   1. 社員一人ひとりがRC基本理念に基づいて自覚と責任を持って行動する。

   2. 事業活動にかかわる法令･規制及び会社が同意する地域･社会･顧客の要求事項を順守する。

   3. 操業を安全に管理することにより、従業員と地域住民の安全･健康を確保する。

   4. 高機能、高付加価値の製品・サービスを提供する。

   5. 製品の開発･製造･輸送･使用･廃棄に至るまで環境に配慮し、汚染予防、環境負荷削減対策を実行するこ

       とにより、環境の保全に努める。

   6. 化学物質の安全性情報を収集し、提供･教育することにより、従業員・顧客・業者の安全と健康を確保する。

   7. 行政当局、業界団体との連絡を密にし、環境・安全･健康・品質の確保に努める。

レスポンシブル・ケア（RC）基本方針
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EMS（環境マネジメントシステム）に関する取り組み

環境・安全に関する取り組み 



RC活動推進組織

RC実施体制

※本報告書の対象範囲

保土谷化学 郡山工場、横浜工場、南陽工場、筑波研究所、本社

関係会社 上記事業所敷地内の保土谷バンデックス建材（株）、

保土谷テクノサービス（株）、保土谷ロジスティックス（株）、

保土谷コントラクトラボ（株）

レスポンシブル・ケア（RC）とは、「化学物質の製造や取り扱いに携わる企

業が、その開発から廃棄に至る全サイクルにおいて、環境・安全・健康の対

策を実行し改善を図っていく自主管理活動」です。

当社は1997年にJRCC（日本レスポンシブル・ケア協議会）に入会し、RC理

念、RC基本方針を制定し「環境保全と安全・健康と品質の確保は経営の基

盤であり、事業活動の基本である」を第一義に推進してきました。毎年、RC

基本方針に基づき年度方針を作成し、全従業員がRC活動を推進すること

により環境・安全・健康・品質の向上に積極的に取り組んでいます。

当社では、環境保全と安全・健康と品質の確保に

関する社長の諮問機関としてRC・QM委員会を設

置し、そこでRC活動の方針および施策等を審議・

決定します。また、RC・QM委員会の下部機関とし

て、必要に応じて専門委員会を設けます。

保土谷化学は、環境の保護と人の安全・健康を確保するためここに「レスポンシブル・ケア（RC）基本理

念」を定め、日常の事業活動を通して、レスポンシブル・ケア活動を実施することを宣言いたします。

1997.6.23 

【レスポンシブル・ケア実施宣言】
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レスポンシブル・ケア（RC）について



今や、化学産業においてもグローバル化の加速が想定される中、企業活動における品質・環境に関する体制

については、国際規格への適応が当然のことと認識される時代になってきています。当社は従来事業所単位

の取り組みにより、環境及び品質マネジメントシステムの国際規格であるISO14001、 ISO9001の認証を

全工場で取得してきました。今般、工場毎に分散独立したマネジメントシステムを統合し、更に認証範囲を

本社部門、大阪支店、筑波研究所まで拡大した全社統合認証の取得を達成しました。従前以上に強化された

体制のもと、環境管理活動及び品質向上活動に全社一丸となって取り組んでいます。

RC活動システム

ISO取得内容

ISO14001：2004年版　環境マネジメントシステム

保土谷化学工業株式会社　本社、他

認証機関

登録番号

適合企画

取得年月日

日本化学キューエイ

JCQA-E-0330

JIS Q 14001:2004、ISO 14001:2004

2001.12.25

RC活動は、PDCAサイクルに沿って行われます。

PDCAサイクルとは、年度のRC計画作成（Plan）→

RC活動実施（Do）→RC内部監査による実施状況

のチェック（Check）→実施状況を踏まえた目標の

設定（Act）という一連の流れをいいます。これら

は全てRC基本理念・RC基本方針に基づいて行わ

れます。

なお、RC内部監査はRC・QM委員会の委員長を

リーダーとし、年2回、4月と10月に年度監査を実

施します。
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ISOシリーズ取得

ISO9001：2008年版　品質マネジメントシステム

保土谷化学工業株式会社　本社、他

認証機関

登録番号

適合企画

取得年月日

日本化学キューエイ

JCQA-0184

JIS Q 9001:2008、ISO 9001:2008

1996.12.25



事業活動で排出される産業廃棄物の3R運動をRC年度計画に盛り込み毎年推進中

※産業廃棄物の処分について

産業廃棄物を運搬・収集業者や処理業者に委託する際には「廃棄物管理票」を発行し、廃棄物が運搬・収集→

中間処理→最終処分の各過程において適正に処理されるよう管理しています。また、廃棄物の処理・処分委

託先の現地視察を行ない、産業廃棄物処分状況を確認しています。

※リサイクル・リユース

【産業廃棄物】    　【有効利用方法】

廃溶剤  →　回収再利用

有機汚泥  →　肥料

ドラム缶等容器  →　リサイクル

一部の製品については、原材料に環境影響物質を含まないことを確認しています。
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産業廃棄物の減量化、再資源化の促進

「グリーン購入」など、資材調達時に環境に配慮した活動

「環境会計」など、自社の環境状況に関する収支情報の評価・公開

産業廃棄物最終処分量の推移

環境保全・保安・防災・安全への年間費用を集計し、日本化学工業協会へ毎年報告しています。



CO2排出量の推移は、2008年：26.6千トン（3工場）、2009年：30.1千トン（全社）、2010年：29.1千トン（全

社）となっています。

環境負荷情報の開示に関する取り組み
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CO2などの温暖効果ガス排出量 

2008年：10,481千m³、2009年：9,846千m³、2010年：8,857千m³となっています。

水使用量

当社では、（社）日本化学工業協会の化学物質自主管

理活動の一環として、1997年よりPRTRを実施して

います。これにより、当社で製造・使用している化学

物質の環境への排出や、廃棄物としての移動などの

実態を把握し、化学物質管理に役立ています。

また、2001年から開始された、化学物質管理促進法

におけるPRTR対象物質の排出・移動状況の把握も

進めています。

※PRTR対象物質について

化学物質管理促進法で462物質、日本化学工業協

会で433物質がPRTR集計の対象となります。

その内、当社が取り扱っている27物質について

排出量・移動量を調査しました。

人体や地球環境に影響を及ぼす可能性がある化学物質の使用量

PRTR（環境汚染物質排出移動登録）





生産活動に伴って大気中に排出される硫黄酸化物（SOx）、窒素酸化物（NOx）、ばいじんなどの環境汚染物質

の排出量を把握し削減に努めています。
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大気汚染防止

SOx排出量の推移

NOx排出量の推移



製造工程から出る排水は、工場内の総合排水処理施設で処理し、排水規制値をクリアした後に公共水域に排

出されます。今後も、水質への負荷低減に努め、海や河川の汚染を防止していきます。

※COD（化学的酸素要求量）

CODとは、水中の有機物を分解する際に消費される酸素の量を表し、湖沼や海域の汚染度を示す指標とし

て使われています。この数字が多くなるほど水中の有機物が多く、汚染度が高いことになります。

9

水質汚濁防止

ばいじん排出量の推移

COD排出量の推移



エネルギー使用量の推移（原油換算）

10

当社では、限りある資源を有効に利用するため、全社で省エネルギーを推進しています。各工場では、蒸気の回

収再利用、蒸気配管の効率化、省エネ対応機器の設置などを実施し、燃料・電気使用量の削減を進めています。

GLPとは化学品・農薬などの登録許可に必要な安全性試験を適切に行い、実験データの信頼性を保証するた

めの規範です。

保土谷化学は、子会社保土谷コントラクトラボ（株）において、化審法の濃縮度試験、分解度試験、分配係数試

験および農薬の登録に必須の物理化学性状試験、水産動植物に関する影響試験（ミジンコ、藻類、魚急性毒

性）の認可を受け、数多くの会社の信頼を得て各種試験を受託しています。 2009年4月には、生態影響試験

（動植物毒性試験）に関する化審法のGLP適合確認も取得しています。

また提携ラボと組んで動物毒性試験、エームズ試験等を加えてフルパッケージの登録申請にも対応してい

ます。

※2009年度より改正省エネ法に対応

その他の取り組み

省エネルギー・省資源の推進

GLP（Good Laboratory Practice：優良試験所規範）



企業行動指針

人権に関する全社的・総合的なガイドライン等の策定状況

 ・ 「コンプライアンス行動基準」に人権の尊重と差別の禁止を明記しています。

サプライチェーンの人権状態に関する支援および評価

 ・ 「コンプライアンス行動基準」の公正な取引に関する記載の中に包括しています。

セクシャルハラスメントに関するガイドラインおよびマニュアルの策定状況

 ・ セクシャルハラスメントの防止を「就業規則」にて明確に禁止し、より具体的に「セクシャルハラスメント

　対応要領」を策定してマニュアル化しています。

有給・育児・介護などの休暇取得

 ・ 育児休暇・介護休暇の制度があり、利用実績は以下の通り

　2008年度：4名、2009年度：2名、2010年度：3名

社員のワークライフバランスへの支援

 ・ フレックスタイム制、半日有給制、看護休暇制度などを設けています。

社員に関する取り組み
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人権問題に関する取り組み

労働者としての権利に関する取り組み

いわゆる「サービス残業」防止に向けた取り組み

 ・ 定期健康診断のほか、時間外勤務が一定時間を越えた従業員に対して、産業医の面談、自己診断チェック

　リストを実施するなどの対策を実施しています。

 ・ 36協定の締結内容と過労働に関する法的規制を各事業所で掲示しています。

不公正貿易をなくす取り組みや、「フェアトレード」活動への協力

 ・ 「企業理念・指針」に、人格・個性の尊重を明示しています。

 ・ 「コンプライアンス行動基準」に差別の禁止を明記しています。

本指針は、保土谷化学が行うあらゆる企業活動において、会社、役員および従業員が順守すべき指針を定め

たものです。役員および従業員は、この指針の実践を率先垂範し、社会的信頼を高め、より一層魅力ある会社

を目指します。

   1. 法令、社内規程および社会規範を順守し、公正で健全な企業活動を行います。

   2. 社会的に有用で、安全性に配慮した優れた製品・サービスを提供します。

   3. ステークホルダー（利害関係者）と公正・公明な関係を維持し、公正な取引を行います。

   4. 従業員の人格・個性を尊重し、安全で働き易い職場環境を実現します。

   5. 省資源、省エネルギーに努め、環境保全のために積極的に取り組みます。

強制労働・児童労働に関する取り組み
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若年および中高年の再チャレンジの支援の取り組み

 ・ 2006年度より定年退職者を対象に、「再雇用制度」を導入しています。

 ・ 利用実績は、2008年度：7名、2009年度：18名、2010年度：6名です。

女性従業員の活躍

 ・ 2011年3月末現在で、60名の女性従業員のうち7名が管理職、11名が主任等級として活躍しています。

雇用や昇進に関する取り組み







HC エコプルーフEN
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環境・安全に配慮した製品

製品に関する環境・安全

HCエコプル-フENは特定化学物質障害予防規則（特化則）の第2

類物質であるMOCA（4，4ʼ-メチレンビス-2-クロロアニリン）を

使用していませんので環境にやさしい防水材です。

HC エコプルーフEN　Eシステム

環境ホルモン・シックハウス症候群の原因物質などの有害物質

を含まず、揮発性有機化合物や芳香族系有機溶剤を排除するな

ど、住む人の健康や作業者の安全に配慮したシステムです。さ

らに、リサイクル容器の選択を可能とし、環境への負荷軽減も

考慮しています。

※イエローカードとは

イエローカードとは、危険物輸送時の事故に備え、事故発生時の応急

処置や災害拡大防止措置等を記載したものです。

物流における安全の確保

万が一、危険物の輸送時に事故が起きた場合に、適切な対処を取ることができるように、輸送業者に対して

イエローカードを交付しています。 また、保土谷ロジスティックス（株）では定期的に輸送安全協議会を開催

し、輸送業者の災害・事故の防止に取り組んでいます。

※MSDSの交付義務について

労働安全衛生法、化学物質管理促進法、毒物および劇物取締法では、対

象となる化学物質を譲渡する場合には、MSDSの交付が義務付けられ

ています。

使用における安全の確保

化学物質の適正な使用により取扱い者の安全を守るため、化学物質を販売する際には危険・有害性、安全対

策、緊急時の措置などを記載したMSDS（製品安全データシート）を顧客に配付しています。当社では、法で定

められているMSDS交付義務の対象となる物質以外についても、MSDSを作成しています。
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社外監査役の設置状況

 ・ 監査役4名のうち2名が社外監査役です。

消費者及び市民の経営関与に関する取り組み

コンプライアンス

 ・ 「HCC行動指針」「HCCコンプライアンス行動基準」を定めています。

内部統制

 ・ 「内部統制基本方針」に則り、各種要領を定め、内部統制部を中心に組織的に取り組んでいます。

公益通報者制度と通報者の保護

 ・ 「コンプライアンス行動基準」に、公益者の保護を明記しています。

 ・ 「内部通報規程」「内部通報要領」を制定し、内部統制部と社外弁護士を窓口とするホットライン・システム

　を整えています。

コンプライアンスに関する取り組み

顧客や従業員の個人情報保護

 ・ 「コンプライアンス行動基準」に、個人情報保護を明記しています。

 ・ より具体的には、「個人情報管理規程」を制定し、該当個人情報の台帳を作成した上で、管理レベルを設定

　しております。

個人情報保護に関する取り組み


